
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  三世代同居促進税制                    

Ｑ：三世代同居促進税制なるものが、税制

改正の要望としてあげられているとか。どん

な内容のものなのですか？                                 

                                             

Ａ：所得税及び相続税において優遇措置を

認めるというものです。 

【解説】 

内閣府は、平成28年度の税制改正において、

安心して子どもを育てられる環境を整備する

手段として、三世代同居を促進するための次

のような税制上の軽減措置を要望しています。 

 【所得税】 

  三世代同居を目的とする自宅の改修(キッ

チン・浴室・トイレ・玄関の増設など)を行っ

た場合で、次の要件を満たすときは、工事費

用の年末ローン残高の５％を所得税額から５

年間控除(ローン減税)する。 

 ①住宅の所有者を含め、三世代が現にそこに

居住していること 

②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居

開始時点において中学生以下であること 

【相続税】 

 相続開始時点で被相続人と同居しており、

かつ、同居期間が３年以上である推定相続人

が被相続人の所有する居住用宅地を相続によ

り取得した場合で、次の要件を満たすときは、

小規模宅地の減額割合を90%とする。 

①生前同居親族に被相続人の孫がいること 

②生前同居親族の子が被相続人とその宅地に

３年以上同居していること 

③同居開始時点において生前同居親族の子が

中学生以下であること 
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